
保護者のみなさまへ  
 
 
 

 
                                              Q６；個人情報を委託処理する時に、子どものプライバシーは守られていますか？ 

                                                 個人データの処理を委託しているものには、学力調査や心臓検診、尿検査などの健康診断、進学 
                                                に関わる調査書などがあります。今後、委託先で漏えいなどがないように、より信頼の高い業者等    

                                            を選定し、安全管理が徹底されるよう、契約における委託内容の見直しを進めています。 
 
 

                                              Q７；写真や作文などを新聞やネットに掲載する時、どうしているんですか？ 
Q１；保護法は、学校教育とどのような関係にあるのですか？             写真や作文は、肖像権や著作権、また、個人情報に大きく関わるものであり、あらかじめ、本人 
  保護法は、民間の個人情報取扱事業者を対象にした法律で、学校教育の分野では、私立の学   の同意が必要となります。しかし、学校という部分社会の中で利用する場合には、教育的ねらいを 
校園にのみ適用されます。公立学校園は、従来通り『河内長野市個人情報保護条例（H9制定）』   もとに、細心の注意を払って、同意なしに活用することも考えられますので、これまで以上に、保 
に基づき管理いたします。                                 護者の皆様と学校との強い信頼関係を宜しくお願いいたします。 
                                            
                                                

Q２；個人情報とは、どういうものですか？                    
 特定の個人を識別できる情報のことで、氏名以外にも、生年月日・住所・電話番号や、学校                          
の成績、評価結果、健康診断の結果などがあります。                       
                                              
                                              

Q３；学校園には、どのような子どもの個人情報があるのですか？          
 市内学校園には、下記の情報ﾃﾞｰﾀの他、非常に広範な個人情報を保有しています。子どもた 
ち一人ひとりの教育を保障するために、個人情報はなくてはならないものです。        
                                             
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                             
                                             

Q４；保護法は、個人情報の利用目的を明確にするように定めがありますが・・？       
   子どもたちのプライバシーを保護するためには、個人情報の収集や利用のあり方が重要とな  
ります。上記の学校園が保有する個人情報の大半は法令に基づいたもので、市の保護条例にお  
いて、すでに利用目的は告知し、適正な取扱いを行っています。しかし、個人情報の取扱いに 
は、これまで以上に細心の注意を払っていきます。  
                                            
                                             

Q５；市内学校園では、子どもの個人データは安全に管理しているのですか？   
   各校園は、情報保護の校内規定を設け、マニュアル化し、定期的に研修を行い管理運用して 
います。公簿類は、平素は施錠された金庫に保管し、特に、成績表等の個人情報が含まれる資 
料は原則校外への持ち出しを禁じ、やむを得ない場合は、管理責任者（校長）の許可を得て、 
記録簿に記載するなど、管理の徹底に努めています。個人情報の電子データはﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸなど 
に記憶し、鍵のかかる保管庫で管理し、外部と接続したパソコン上では、個人情報を含む作業を 
避けています。また、外部からの問い合わせには、原則的に個人情報の提供は行っておりません。        

？？？子どもたちの個人情報・プライバシーは？？？ 

【個人情報保護法】H17年４月から全面施行 
 近年、高度情報社会が進展し、個人情報の利用が拡大される状況の中で、 
個人情報の適正な取扱いを確保し、個人の権利利益を保護するための法律 

【公 簿；学校教育法等で保存年限や扱いが規定されているもの】 
卒業台帳・指導要録・出席簿・健康診断票・成績に関する表簿類 他 
【準公簿；法定の公簿や教育活動を支えるための補助となるもの】 
 保健調査票・生徒指導カルテ類・各種の調査書・進路、評価に関わるﾃﾞｰﾀ他
その他；連絡網や緊急連絡カード、卒業アルバム、学級日誌等があります。  

緊急を要する学校内事故等の対応について（依頼） 
 

 保護法の施行により、市内の各医療機関は、本人や保護者の同意なしに他の者に疾病等の内容

や治療状況などの個人情報を提供することが出来なくなりました。お子様の生命に関わる学校事

故等は、より迅速で適切な早期対応が求められることから、学校が医師等から、お子様の治療内

容や症状等の説明を受けることについて同意いただきたく、下記の同意書を担任までご提出下さ

い。なお、治療の必要上、健康診断の記録や家族、連絡先等の個人情報を、学校園側が医療機関

に提供することについては、保護法でも、例外規定の「緊急やむを得ない場合」として認められ

ておりますので、これまで同様、保健調査票等をもとに、きめ細かな対応を行います。 
ｷﾘﾄﾘ線 

 
同  意  書 

  担当主治医 様                                
   この度の子どもの学校事故・疾病等の緊急措置にあたり、主治医の先生が、子どもの傷病 
等に関する治療の内容や検査の結果、今後必要な措置等の個人情報を、必要な範囲で、校園 
長又は校園長が命じた教職員に対して提供することについて、同意いたします。 

平成１７年  月  日 
 

            学校園名；河内長野市立                
            氏  名；                      

性  別； （ 男性 ・ 女性 ） 
            生年月日； 平成    年    月    日 生 
             

親権者（保護者）名；               印 
 

＊この用紙は、学校事故等の緊急を要する場合以外には使用いたしません。 
また、お子様が学校に在籍している間のみ使用し、在籍状況がなくなれば廃棄いたします。 

 

河内長野市教育委員会 
河内長野市幼小中校園長会 

先生！私たちのプライ

バシー大事にしてね！ 


